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(57)【要約】
【課題】器具本体に対して光源モジュールを容易に着脱
できる照明器具を提供する。
【解決手段】実施形態の照明器具は、光源収納枠を有す
る本体と、前記光源収納枠の内側に設けられ、基板と前
記基板上に搭載された発光素子とを有する光源モジュー
ルと、前記光源モジュールに取り付けられた取付具と、
を備えている。前記取付具は、前記光源モジュールの端
部から突出して前記光源収納枠に係止して前記光源モジ
ュールを前記本体に対して保持させる保持位置と、前記
光源収納枠との係止が解除され前記光源モジュールを前
記本体に対して離脱可能にする解除位置との間を移動自
在な係止部を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源収納枠を有する本体と、
　前記光源収納枠の内側に設けられ、基板と前記基板上に搭載された発光素子とを有する
光源モジュールと、
　前記光源モジュールに取り付けられた取付具であって、前記光源モジュールの端部から
突出して前記光源収納枠に係止して前記光源モジュールを前記本体に対して保持させる保
持位置と、前記光源収納枠との係止が解除され前記光源モジュールを前記本体に対して離
脱可能にする解除位置との間を移動自在な係止部を有する取付具と、
　を備えた照明器具。
【請求項２】
　前記光源収納枠は、高さの異なる位置に形成され、前記係止部が係止可能な複数の係止
孔を有し、
　前記係止部を係止させる前記係止孔を選択することで、前記光源モジュールの前記光源
収納枠内での取り付け高さを変える請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
　前記取付具は板バネ部を含み、前記板バネ部の付勢力により、前記係止部の前記保持位
置が維持される請求項１または２に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記光源モジュールは、前記基板における前記発光素子の搭載面とは反対側の裏面側に
突出し、前記光源収納枠の内壁との間に隙間を隔てて前記内壁に対向する側板部を有し、
　前記取付具は、前記隙間に突出しつつ、前記係止部と一体となってスライド自在に前記
側板部に取り付けられた操作部を有する請求項１～３のいずれか１つに記載の照明器具。
【請求項５】
　前記光源収納枠の内側における前記光源モジュールの発光面側に設けられたバッフル部
材をさらに備え、
　前記バッフル部材は、
　複数のスリットを有するバッフル支持部と、
　前記バッフル支持部の前記スリットに差し込まれ、前記光源モジュールの長手方向に互
いに離間して並んだ複数の板状のバッフルと、
　を有する請求項１～４のいずれか１つに記載の照明器具。
【請求項６】
　前記バッフル部材にも、前記光源モジュールに取り付けられた前記取付具と同じ構造の
取付具が取り付けられ、
　前記バッフル部材も、前記取付具の前記係止部の移動操作により、前記本体に対して着
脱自在である請求項５記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）などの発光素子を光源に
用いた照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　断面Ｔ字型のバー状部材で組んだ天井枠に、照明器具、設備機器などを落とし込んだシ
ステム天井が知られている。このシステム天井は、照明器具や設備機器の増設、移設、撤
去を容易にし、デザイン自由度が高い。
【０００３】
　システム天井に組み込まれる照明器具の光源として、近年、ＬＥＤモジュールが用いら
れるようになっており、そのＬＥＤモジュールは照明器具本体に対してネジ止めで固定さ
れていた。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０１０６号公報
【特許文献２】特開２００７－１２２９７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　器具本体に対して光源モジュールを容易に着脱できる照明器具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の照明器具は、光源収納枠を有する本体と、前記光源収納枠の内側に設けられ
、基板と前記基板上に搭載された発光素子とを有する光源モジュールと、前記光源モジュ
ールに取り付けられた取付具と、を備えている。前記取付具は、前記光源モジュールの端
部から突出して前記光源収納枠に係止して前記光源モジュールを前記本体に対して保持さ
せる保持位置と、前記光源収納枠との係止が解除され前記光源モジュールを前記本体に対
して離脱可能にする解除位置との間を移動自在な係止部を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、器具本体に対する光源モジュールの容易な着脱を可能にする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態の照明器具１の外観斜視図。
【図２】実施形態の照明器具１の外観斜視図。
【図３】図２においてバッフル部材６及び設備プレート５を取り外した状態の斜視図。
【図４】図３に示す照明器具１の平面図。
【図５】実施形態の照明器具１における光源モジュール１２とバッフル部材６との配置関
係を示す端面図。
【図６】光源モジュール１２が本体２に係止している部分の拡大斜視図。
【図７】本体２に対する光源モジュール１２の取り付け高さを変えた状態の斜視図。
【図８】光源モジュール１２の斜視図。
【図９】光源ユニット１５の斜視図。
【図１０】光源ユニット１５の一部の拡大斜視図。
【図１１】光源モジュール１２における光源ユニット１５を除く要素の分解斜視図。
【図１２】取付具５１の斜視図。
【図１３】（ａ）は取付具５１におけるガイド部材５２の斜視図であり、（ｂ）は取付具
５１における可動部材５３の斜視図。
【図１４】光源モジュール１２における取付具５１が取り付けられた端部の拡大側面図。
【図１５】バッフル部材６の斜視図。
【図１６】バッフル部材６における取付具５１が取り付けられた端部の拡大斜視図。
【図１７】バッフル部材６におけるバッフル支持部７１の斜視図。
【図１８】バッフル支持部７１の拡大断面図。
【図１９】バッフル部材６におけるバッフル８３の斜視図。
【図２０】バッフル部材６の一部の拡大斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照し、実施形態について説明する。なお、各図面中、同じ要素には同じ
符号を付している。
【００１０】
　図１は、実施形態の照明器具１の外観斜視図である。　
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　図１に表す状態における下側の面が発光面であり、その発光面を下方に向けた状態で、
照明器具１はシステム天井に組み込まれる。
【００１１】
　図２は、同照明器具１の発光面側を上にした斜視図である。　
　図３は、図２からバッフル部材６及び設備プレート５を取り除いた状態の斜視図である
。　
　図４は、図３の状態における発光面側の平面図である。
【００１２】
　実施形態の照明器器具１は、本体２と、光源モジュール１２と、バッフル部材６とを有
する。本体２は、天井の例えば断面Ｔ字型バー状部材で組んだ枠に取り付けられる。本体
２は、金属板を枠状に組み合わせて構成される。
【００１３】
　光源モジュール１２は、枠状の本体２の内側に収納されている。バッフル部材６は、光
本体２の内側における光源モジュール１２の発光面側に配置されている。
【００１４】
　図５は、本体２内における、光源モジュール１２とバッフル部材６との配置関係を表し
、光源モジュール１２及びバッフル部材６の長手方向の端面側から見た端面図である。図
５において下側が天井側であり、光源モジュール１２の発光面は、天井とは反対側（図５
において上側）を向いている。
【００１５】
　本体２は、図３及び図４に示すように、例えば四角形状に組み合わされた４つの外枠３
と、外枠３の内側に設けられた内枠７とを有する。外枠３の内側は、平行に延在する２つ
の内枠７によって３つの空間に仕切られている。
【００１６】
　そのうちの２つの空間は、光源モジュール１２が収納される光源収納部１３であり、そ
れら２つの光源収納部１３の間には、例えばスピーカーなどが収納される設備収納部１４
が設けられている。設備収納部１４における、天井とは反対側の開口部には、図１及び図
２に示す設備プレート５が取り付けられる。
【００１７】
　光源収納部１３を囲む外枠３の一部及び内枠７は光源収納枠であり、後述する取付具５
１を介して光源モジュール１２を保持する。
【００１８】
　光源収納部１３の平面形状は矩形状であり、その長手方向の両端に位置して互いに対向
する外枠３の一部には、複数の係止孔１１ａ～１１ｃが貫通孔として形成されている。同
じ高さレベルに形成された１つの係止孔を対として、異なる高さに例えば３対の係止孔１
１ａ～１１ｃが形成されている。
【００１９】
　天井側に最も近い位置に係止孔１１ａが形成され、天井から最も遠い側に係止孔１１ｃ
が形成され、係止孔１１ａと係止孔１１ｃとの間に係止孔１１ｂが形成されている。係止
孔１１ａ～１１ｃは、光源収納部１３の長手方向の両端で対向する一対の外枠３のそれぞ
れに、対応する係止孔１１ａ～１１ｃどうしの高さレベルを一致させて形成されている。
【００２０】
　設備収納部１４の長手方向の両端に位置する外枠３の外壁面には、落下防止金具４が取
り付けられている。この落下防止金具４が、天井の枠部材に引っ掛かることで、照明器具
１の落下が防止される。
【００２１】
　次に、光源モジュール１２について説明する。
【００２２】
　図８は、光源モジュール１２の斜視図である。　
　光源モジュール１２は、光源ユニット１５と、放熱板２５と、カバー２７と、取付部材
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２６とを有する。
【００２３】
　図９は、光源ユニット１５の斜視図である。　
　図１１は、放熱板２５、カバー２７、および取付部材２６の分解斜視図である。
【００２４】
　光源ユニット１５は、図９に示すように、基板１６と、基板１６上に搭載（実装）され
た複数の発光素子１７とを有する。基板１６には図示しない配線が形成され、発光素子１
７はその配線と電気的に接続されている。
【００２５】
　発光素子１７は、例えば、発光ダイオード（Light Emitting Diode：ＬＥＤ）である。
ＬＥＤの活性層の材料として、例えば窒化ガリウム（ＧａＮ）系化合物半導体を用いると
、波長５００ナノメータ以下の短波長光が得られる。ただし、活性層の材料は、窒化ガリ
ウム系化合物半導体に限られるものではない。
【００２６】
　また、発光素子１７としては、ＬＥＤのほかにも、例えば、有機発光ダイオード（Orga
nic Light Emitting Diode：ＯＬＥＤ）、無機エレクトロルミネッセンス（Inorganic El
ectroLuminescence）発光素子、有機エレクトロルミネッセンス（Organic ElectroLumine
scence）発光素子、あるいはその他の電界発光型の発光素子などを用いることができる。
【００２７】
　実施形態においては、例えば、青色光を発光するＬＥＤと、その青色光（励起光）を吸
収して黄色光に変換する蛍光体を含む蛍光体層との組み合わせにより、発光素子１７は、
青色光と黄色光との混合色として白色や電球色などの光を放出する。
【００２８】
　基板１６は、細長いバー形状に形成され、その短手方向（幅方向）の両端付近のそれぞ
れに、長手方向に沿って複数の発光素子１７が配列されている。また、基板１６上には、
長手方向の両端付近にコネクタ２２が実装されている。コネクタ２２は、上記配線を通じ
て発光素子１７と電気的に接続されている。
【００２９】
　放熱板２５は、図１１に示すように、一体に設けられた主面部３１と一対の側面部３２
とを有する金属板である。主面部３１は略矩形状に形成され、その短手方向（幅方向）の
両端に側面部３２が一体に設けられている。主面部３１の一方の面（図１１において上面
）は光源搭載面であり、側面部３２は光源搭載面の裏側に突出しつつ、主面部３１の長手
方向に延在している。
【００３０】
　主面部３１の光源搭載面上には、図８に示すように、複数（図示では例えば４つ）の光
源ユニット１５が搭載される。光源ユニット１５の基板１６が、光源搭載面に対して例え
ばネジ止めされる。基板１６における発光素子１７を搭載した面の反対側の裏面が主面部
３１の光源搭載面に接触する。光源ユニット１５の基板１６は例えば金属板であり、発光
素子１７の発光に伴う熱は基板１６を通じて効率よく放熱板２５へと伝導する。
【００３１】
　図９に示すように、基板１６の長手方向のエッジ部には切欠き２３ａが形成されている
。複数の基板１６が長手方向に並べられた状態で、切欠き２３ａは隣接する他の基板１６
の切欠き２３ａと合わされ、図８、１０に示すように、四角い開口２３を形成する。
【００３２】
　長手方向に隣接する２つの光源ユニット１５どうしは、図１０に示すように、互いのコ
ネクタ２２間に接続された電気ケーブル２４を通じて電気的に接続される。その電気ケー
ブル２４における両コネクタ２２間の一部分はたるんだ状態で上記開口２３を通じて基板
１６の裏側に導出されている。
【００３３】
　電気ケーブル２４の長さを接続対象のコネクタ２２間距離に合わせると、寸法公差など
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で電気ケーブル２４の長さが足らず両コネクタ２２間の接続が困難または接続できなくな
る懸念がある。しかしながら、実施形態によれば、電気ケーブル２４の長さを接続対象の
両コネクタ２２間距離よりも長めにし、余剰部分を開口２３を通じて基板１６の裏側に出
している。発光素子１７が搭載された発光面側には電気ケーブル２４の余剰部分が飛び出
ないため、その余剰部分で発光面の光は遮光されない。
【００３４】
　放熱板２５の光源搭載面上には、カバー２７が搭載され、光源ユニット１５の上方の空
間がカバー２７で覆われる。カバー２７は、発光素子１７から放出される光に対して透過
性を有する例えば樹脂材料からなる。
【００３５】
　カバー２７は、光源搭載面上に凸状に配置された曲面部４１と、曲面部４１の短手方向
の両端部に設けられ、曲面部４１の長手方向に延在するフランジ部４２（図１１参照）と
を有する。
【００３６】
　放熱板２５の一対の側面部３２のそれぞれには、取付部材２６が取り付けられる。取付
部材２６は、カバー押さえ部３６と、カバー押さえ部３６に対して直角に一体に設けられ
た側板部３５とを有する金属部材である。カバー押さえ部３６及び側板部３５は、放熱板
２５の長手方向に延在し、放熱板２５の長手方向サイズとほぼ同じ長手方向サイズを有す
る。
【００３７】
　カバー押さえ部３６は、カバー２７のフランジ部４２上に重ねられ、カバー２７のフラ
ンジ部４２は放熱板２５の主面部３１と取付部材２６のカバー押さえ部３６との間で狭圧
される。これにより、カバー２７は放熱板２５に対して固定される。
【００３８】
　放熱板２５の側面部３２の長手方向の両端部のそれぞれには、一対の円形状の孔３３と
、１つの矩形状の開口３４とが、ともに側面部３２を貫通して形成されている。一対の孔
３３は、開口３４を長手方向に挟んだ位置に形成されている。
【００３９】
　取付部材２６の側板部３５の長手方向の両端部のそれぞれにも、一対の円形状の孔３７
と、１つの矩形状の開口３８とが、ともに側板部３５を貫通して形成されている。一対の
孔３７は、開口３８を長手方向に挟んだ位置に形成されている。
【００４０】
　取付部材２６の側板部３５は、放熱板２５の側面部３２の外壁面に重ね合わされる。こ
の状態で、側板部３５に形成された孔３７は側面部３２に形成された孔３３に一致され、
それら孔３７及び３３に、図８に示すリベット４５が差し込まれてかしめられ、取付部材
２６は放熱板２５に対して固定される。
【００４１】
　また、取付部材２６の側板部３５が放熱板２５の側面部３２に重ね合わされた状態で、
側板部３５に形成された開口３８も側面部３２に形成された開口３４に一致される。それ
ら開口３８及び３４を通じて、図８に示すように、後述する取付具５１の操作部６７が露
出する。
【００４２】
　リベット４５は、取付部材２６と放熱板２５とを固定させるだけでなく、後述する取付
具５１を放熱板２５の側面部３２の内壁面に取り付ける機能も兼ね備えている。すなわち
、共通のリベット４５により、放熱板２５、取付具５１および取付部材２６は共締めされ
ている。
【００４３】
　次に、取付具５１について説明する。
【００４４】
　図１２（ａ）及び（ｂ）は、取付具５１の拡大斜視図である。
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【００４５】
　取付具５１は、光源モジュール１２に対して固定されるガイド部材５２と、ガイド部材
５２によってガイドされつつ、後述する保持位置と解除位置との間を移動する可動部材５
３とを有する。
【００４６】
　図１２（ａ）は可動部材５３が保持位置にある状態（保持状態）を、図１２（ｂ）は可
動部材５３が解除位置にある状態（解除状態）を表す。　
　図１３（ａ）はガイド部材５２の斜視図であり、図１３（ｂ）は可動部材５３の斜視図
である。
【００４７】
　ガイド部材５２は、矩形板状のベース部５４と、ベース部５４の短手方向（幅方向）の
両端にベース部５４に対して直角な一対の側面部５５及び５６とが一体に設けられた金属
材料からなる。
【００４８】
　一方の側面部５５の長手方向の中央には開口５７が形成されている。側面部５５におけ
る開口５７を長手方向に挟んだ一方の部分には１つの円形状の孔６１と２つのスリット６
２ａ、６２ｂが形成されている。側面部５５における開口５７を長手方向に挟んだ他方の
部分にも１つの円形状の孔６１と２つのスリット６２ａ、６２ｂが形成されている。２つ
のスリット６２ａ、６２ｂは、孔６１と開口５７との間に形成されている。孔６１および
スリット６２ａ、６２ｂは、側面部５５を貫通している。
【００４９】
　側面部５５に対して平行に対向する側面部５６における長手方向の中央部分には、開口
５７側に突出するガイドリブ５８が側面部５６に一体に設けられている。
【００５０】
　可動部材５３は、矩形板状のベース部６３と、係止部６４と、板バネ部６６とが一体に
設けられた金属材料からなる。
【００５１】
　ベース部６３には、その長手方向に沿ってガイド溝６５が形成されている。ガイド溝６
５は、ベース部６３を貫通している。
【００５２】
　ベース部６３の長手方向の一方の端部（図１３（ｂ）において左端部）は、ベース部６
３に対して直角に図１３（ｂ）において紙面手前側に屈曲してからベース部６３に対して
平行に延在している。その屈曲部分よりも先端側にはＴ字状の係止部６４が設けられてい
る。
【００５３】
　板バネ部６６は、ベース部６３の長手方向の他方の端部に対して、湾曲した部分を介し
て片持ち支持されつつ、ベース部６３のガイド溝６５に対向するように折り返されている
。板バネ部６６には、ベース部６３から離れる方向（図１３（ｂ）において紙面手前側）
に突出した操作部６７が一体に設けられている。さらに、板バネ部６６の先端には、操作
部６７と同じ方向に突出したロック部６８が一体に設けられている。
【００５４】
　板バネ部６６は、ベース部６３との間の湾曲した部分を支点にして、ベース部６３に対
して近づく方向と遠ざかる方向とに揺動（傾動）可能となっている。
【００５５】
　図１２（ａ）に示すように、ガイド溝６５内にガイドリブ５８を差し込み、さらに開口
５７から操作部６７を突出させた状態で、可動部材５３のベース部６３がガイド部材５２
の側面部５６に重ね合わされ、可動部材５３の板バネ部６６がガイド部材５２の側面部５
５に重ね合わされる。
【００５６】
　図１２（ａ）の組み付け状態は、ガイド部材５２のベース部５４を底面とし、側面部５
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５を紙面手前側に向けた姿勢で、開口５７よりも左側に係止部６４が位置し、開口５７よ
りも左側の側面部５５にロック部６８が位置する組み付け状態を表す。図８に示す光源モ
ジュール１２の長手方向の左側の端部に取り付けられた取付具５１における可動部材５３
は、図１２（ａ）に示す向きでガイド部材５２に組み付けられている。
【００５７】
　図１２（ａ）において、可動部材５３の上下を反転させて左右の向きを逆にし、係止部
６４及びロック部６８を、開口５７よりも右側に位置させて、可動部材５３をガイド部材
５２に組み付けることも可能である。図８に示す光源モジュール１２の長手方向の右側の
端部に取り付けられた取付具５１における可動部材５３は、係止部６４及びロック部６８
を、開口５７よりも右側に位置させてガイド部材５２に組み付けられている。
【００５８】
　すなわち、共通のガイド部材５２及び可動部材５３を使いつつ、ガイド部材５２に対す
る可動部材５３の取り付け向きを変えることで、光源モジュール１２の長手方向の左右ど
ちらの端部に取り付けても、係止片６４を光源モジュール１２の端部から突出させること
ができる。
【００５９】
　可動部材５３がいずれの向きに取り付けられても、本体２に対する光源モジュール１２
の取付状態が保持される保持状態では、ロック部６８は孔６１に近い側のスリット６２ａ
に差し込まれ、本体２に対して光源モジュール１２が離脱可能となる解除状態では、ロッ
ク部６８は開口５７に近い側のスリット６２ｂに差し込まれる。
【００６０】
　ガイド部材５２に組み合わされた状態で、可動部材５３のベース部６３と板バネ部６６
との間の間隔は自然状態から若干縮められた状態となり、板バネ部６６は自然状態への復
元力により、ガイド部材５２の側面部５５側に付勢される。したがって、保持状態および
解除状態のいずれでも、ロック部６８がスリット６２ａまたは６２ｂに差し込まれた状態
が維持される。
【００６１】
　そして、例えば図１２（ａ）に示す保持状態で、操作部６７をベース部６３側に押すと
ロック部６８がスリット６２ａから抜け、可動部材５３の右方へのスライドが可能となる
。ロック部６８を開口５７側のスリット６２ｂに対向する位置まで可動部材５３を移動さ
せ、操作部６７への押圧力を解除すると、図１２（ｂ）に示すようにスリット６２ｂにロ
ック部６８を差し込んで解除状態を維持することができる。
【００６２】
　解除状態では、保持状態よりも可動部材５３が右側に移動した分、ガイド部材５２左端
からの係止片６４の突出長さが短くなっている。解除状態で、操作部６７をベース部６３
側に押すとロック部６８がスリット６２ｂから抜け、図１２（ａ）に示す保持位置まで、
可動部材５３を左方にスライドさせることができる。
【００６３】
　静止体であるガイド部材５２のガイドリブ５８に沿って、可動部材５３のガイド溝６５
が相対的に移動することで、可動部材５３の円滑且つ安定したスライド移動が実現される
。
【００６４】
　次に、バッフル部材６について説明する。
【００６５】
　図１５は、バッフル部材６の斜視図である。　
　図１６は、バッフル部材６の長手方向の端部の拡大斜視図である。　
　図２０は、一対のバッフル支持部７１のうちの一方（図１５における右側）のバッフル
支持部７１の底面側から見た拡大斜視図である。
【００６６】
　バッフル部材６は、一対のバッフル支持部７１と、バッフル支持部７１に支持された複
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数の板状のバッフル８３とを有する。複数のバッフル８３が、バッフル支持部７１の長手
方向に互いに離間して並んでいる。
【００６７】
　図１７は、バッフル支持部７１の斜視図である。　
　図１８は、バッフル支持部７１におけるスリット７６及び７７が形成された部分の拡大
断面図である。
【００６８】
　バッフル支持部７１は、金属板（例えば鋼板）を曲げ加工することで、底面部７２と、
底面部７２に対して垂直な垂直側面部７４と、底面部７２及び垂直側面部７４に対して傾
斜した傾斜側面部７３とを有する、直角三角柱形状に形成されている。
【００６９】
　底面部７２は、図１８に示すように、バッフル支持部７１へと加工される金属板の短手
方向（幅方向）の両端部７２ａ及び７２ｂが重ね合わさって構成され、底面部７２には貫
通孔７８が形成されている。
【００７０】
　底面部７２は矩形板状に形成され、その短手方向（幅方向）の一方の端部に垂直側面部
７４が一体に設けられ、他方の端部に傾斜側面部７３が一体に設けられている。垂直側面
部７４と傾斜側面部７３とは、湾曲した頂部７５を介して一体につながっている。
【００７１】
　傾斜側面部７３及び垂直側面部７４における頂部７５側の上半分ほどにはスリット７６
が形成されている。複数のスリット７６が、バッフル支持部７１の長手方向に所定間隔で
形成されている。
【００７２】
　垂直側面部７４においてそれぞれのスリット７６の底面部７２側の直下には、スリット
７６と同じ幅のスリット７７が形成されている。したがって、複数のスリット７７がバッ
フル支持部７１の長手方向に所定間隔で形成されている。スリット７７は、スリット７６
とはつながっておらず、また底面部７２には達していない。
【００７３】
　垂直側面部７４の長手方向の両端部のそれぞれには、一対の円形状の孔８１と、１つの
矩形状の開口８２とが、ともに垂直側面部７４を貫通して形成されている。一対の孔８１
は、開口８２を長手方向に挟んだ位置に形成されている。
【００７４】
　バッフル支持部７１の内側の空間の幅は、底面部７２から頂部７５に向かうにしたがっ
て狭められている。
【００７５】
　次に、図１９は、バッフル８３の拡大斜視図である。
【００７６】
　バッフル８３には一対の切欠き８４が形成されている。それぞれの切欠き８４の内壁に
はツメ部８５が設けられている。一対の切欠き８４及びツメ部８５は、バッフル８３の長
手方向を２等分する中心線に対して対称的に形成されている。
【００７７】
　切欠き８４が開口されている側の端部（図１９における下端部）は、光源モジュール１
２側に向けられ、その端部における一対の切欠き８４の間の部分は、光源モジュール１２
のカバー２７の曲面部４１に沿った曲面部８６となっている。
【００７８】
　図１５に示すように、一対のバッフル支持部７１が、互いの傾斜側面部７３を対向させ
て平行に配置される。一対のバッフル支持部７１は、バッフル８３に形成された一対の切
欠き８４間の距離に応じた距離を隔てて平行に配置される。
【００７９】
　そして、一方のバッフル支持部７１のスリット７６にバッフル８３の一方の切欠き８４
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を差し込み、他方のバッフル支持部７１のスリット７６にバッフル８３の他方の切欠き８
４を差し込む。バッフル８３は、切欠き８４の上壁８４ａがスリット７６の下端に当接す
る位置まで差し込まれる。
【００８０】
　その状態で、切欠き８４の内壁に設けられたツメ部８５が、図２０に示すように、垂直
側面部７４に形成されたスリット７７に差し込まれる。ツメ部８５の上端がスリット７７
の上端に当接することで、バッフル支持部７１からのバッフル８３の脱落が防止される。
【００８１】
　また、バッフル支持部７１の底面部７２に形成された貫通孔７８には、図２０に示すリ
ベット８７が差し込まれカシメられる。これにより、傾斜側面部７３と垂直側面部７４と
がなす角度が小さくなる方向への傾斜側面部７３及び垂直側面部７４の移動が規制される
。したがって、ツメ部８５がスリット７７から抜けることがなく、バッフル８３のバッフ
ル支持部７１からの離脱を防ぐことができる。
【００８２】
　前述した光源モジュール１２及びバッフル部材６は、それぞれ、取付具５１を介して本
体２に対して着脱自在に取り付けられる。
【００８３】
　光源モジュール１２の長手方向の端部には、図８に示すように、前述した取付具５１が
取り付けられている。取付具５１は、放熱板２５の側面部３２の内側に位置する。取付具
５１のガイド部材５２に形成された図１２（ａ）に示す孔６１が、図１１に示す側面部３
２に形成された孔３３及び側面部３２に重ね合わされる取付部材２６の側板部３５に形成
された孔３７に一致され、それら孔３７、３３及び６１に、図８に示すリベット４５が差
し込まれてカシメられる。これにより、取付具５１のガイド部材５２が光源モジュール１
２の側板部３５に対して固定される。
【００８４】
　取付具５１の可動部材５３の操作部６７は、図１１に示す側面部３２の開口３４及びこ
れに重ねられた側板部３５の開口３８から側板部３５の外側に突出する。操作部６７は、
前述したように板バネ部６６に設けられおり、操作部６７を側板部３５の内側に押しつつ
、横方向（側板部３５の長手方向）にスライドさせることができる。
【００８５】
　操作部６７のスライドにともない係止部６４も横方向（側板部３５の長手方向）にスラ
イドする。可動部材５３が図１２（ａ）及び図１４（ａ）に示す保持位置にあるとき、係
止部６４は、側板部３５の端部から突出している。
【００８６】
　可動部材５３が図１２（ｂ）及び図１４（ｂ）に示す解除位置にあるとき、側板部３５
の端部からの係止部６４の突出長さは、上記保持位置にあるときよりも短い。図１４（ｂ
）に示す例では、解除位置で係止部６４は側板部３５の端部から突出せずに、側板部３５
の内側に隠れてしまっているが、保持位置よりも相対的に解除位置で係止部６４の突出長
さが短ければよく、解除位置で係止部６４が側板部３５の端部から少し突出していてもよ
い。
【００８７】
　図３に示すように、光源モジュール１２は本体２の光源収納部１３内に、発光素子１７
が搭載された発光面を、天井面とは反対側（図３において上側）に向けて収納される。光
源モジュール１２が光源収納部１３内に収納された状態で、取付具５１は図１２（ａ）及
び図１４（ａ）に示す保持位置をとり、図６に示すように、係止部６４が本体２の外枠３
に形成された係止孔１１ｂに係止している。すなわち、係止部６４が係止孔１１ｂから外
枠３の外側に突き出て、係止部６４の下端部が係止孔１１ｂの下端部に当接することで、
光源モジュール１２の本体２からの脱落が防止されている。
【００８８】
　取付具５１が保持位置にあるとき、図１２（ａ）に示すように、ロック部６８がスリッ
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ト６２ａに差し込まれている。そして、前述したように、板バネ部６６の付勢力によりロ
ック部６８がスリット６２ａに差し込まれた状態が維持される。これにより、振動や衝撃
などで可動部材５３が解除位置へと移動してしまうことを防ぐことができ、本体２に対し
て光源モジュール１２が取り付けられた状態を安定して維持することができる。
【００８９】
　前述したように、操作部６７を押すことでロック部６８をスリット６２ａ抜くことがで
き、可動部材５３を、図１２（ｂ）及び図１４（ｂ）に示す解除位置へとスライドさせる
ことができる。解除位置では、係止部６４が係止孔１１ｂから抜け、光源モジュール１２
を本体２から取り外すことができる。
【００９０】
　あるいは、光源モジュール１２を本体２に対して取り付けるにあたって、係止部６４を
解除位置に引っ込めておくことで、係止部６４が外枠２にぶつからず、光源モジュール１
２を光源収納部１３内に円滑に収納することができる。そして、光源モジュール１２が光
源収納部１３内に収納された後、操作部６７を解除位置から保持位置へとスライドさせる
ことで、係止部６４を係止孔１１ｂに引っ掛けることができる。
【００９１】
　解除位置においても、図１２（ｂ）に示すように、ロック部６８がスリット６２ｂに差
し込まれた状態が板バネ部６６の付勢力により安定して維持することができ、着脱作業を
安定して行うことができる。そして、操作部６７を押すことでロック部６８をスリット６
２ｂから抜くことができ、係止部６４を保持位置までスライドさせることができる。
【００９２】
　図４に示すように、光源モジュール１２が光源収納部１３内に収納された状態で、光源
モジュール１２の側板部３５は、光源収納枠を構成する外枠３及び内枠７の内壁との間に
隙間１８を隔てて、外枠３及び内枠７の内壁に対向する。
【００９３】
　取付具５１の操作部６７は、隙間１８に突出して露出する。隙間１８の幅は人の指が入
る大きさであり、その隙間１８に指を入れて操作部６７に触れて、操作部６７を側板部３
５の内側に押し込みつつ、横方向にスライドさせることができる。あるいは、操作部６７
を指で直接操作することに限らず、治具を使って操作してもよい。また、隙間１８は、空
調設備の吸気口としても機能する。
【００９４】
　また、操作部６７は、光源モジュール１２における発光面とは反対側に突出した側板部
３５の横に露出され、発光面を遮光せず、配光特性に影響を与えず、また使用者からも見
えにくい位置にあり、外観意匠性を損ねない。
【００９５】
　図２に示すように、バッフル部材６は、光源収納部１３内における光源モジュール１２
の発光面側に収納される。したがって、照明器具１の真下以外の下方空間にいる使用者が
照明器具１を特定角度から見上げた際に、バッフル８３によって発光面が遮られ、発光面
を直接視認することがなく、まぶしさ感を軽減できる。
【００９６】
　バッフル部材６にも、図１５及び図１６に示すように、光源モジュール１２に取り付け
られた取付具５１と同じ構成の取付具５１が取り付けられている。
【００９７】
　取付具５１は、バッフル支持部７１の長手方向の端部に取り付けられている。取付具５
１は、バッフル支持部７１における底面部７２と垂直側面部７４と傾斜側面部７３とで囲
まれた空間内に配置されている。
【００９８】
　取付具５１のガイド部材５２に形成された図１２（ａ）に示す孔６１が、図１７に示す
垂直側面部７４に形成された孔８１に一致され、それら孔８１及び６１に、図１６に示す
リベット８８が差し込まれてカシメられる。これにより、取付具５１のガイド部材５２が
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バッフル支持部７１の垂直側面部７４に対して固定される。
【００９９】
　そして、光源モジュール１２と同様に、バッフル部材６が光源収納部１３内に収納され
た状態で、取付具５１は図１２（ａ）に示す保持位置をとる。その保持状態で、図６に示
すように、バッフル部材６に取り付けられた取付具５１の係止部６４は、本体２の外枠３
に形成された係止孔１１ａに係止している。すなわち、係止部６４が係止孔１１ａから外
枠３の外側に突き出て、係止部６４の下端部が係止孔１１ａの下端部に当接することで、
バッフル部材６の本体２からの脱落が防止されている。
【０１００】
　光源モジュール１２と同様に、板バネ部６６の付勢力によりロック部６８がスリット６
２ａに差し込まれた状態が維持され、振動や衝撃などで可動部材５３が解除位置へと移動
してしまうことを防ぐことができる。したがって、本体２に対してバッフル部材６が取り
付けられた状態を安定して維持することができる。
【０１０１】
　また、操作部６７を押すことでロック部６８をスリット６２ａ抜くことができ、可動部
材５３を、図１２（ｂ）に示す解除位置へとスライドさせることができる。解除位置では
、係止部６４が係止孔１１ａから抜け、バッフル部材６を本体２から取り外すことができ
る。
【０１０２】
　あるいは、バッフル部材６を本体２に取り付けるにあたって、係止部６４を解除位置に
引っ込めておくことで、係止部６４が外枠２にぶつからず、バッフル部材６を光源収納部
１３内に円滑に収納することができる。そして、バッフル部材６が光源収納部１３内に収
納された後、操作部６７を解除位置から保持位置へとスライドさせることで、係止部６４
を係止孔１１ａに引っ掛けることができる。
【０１０３】
　操作部６７は、図１７に示すバッフル支持部７１の垂直側面部７４に形成された開口８
２から垂直側面部７４の外側に突出する。図１５及び１６に示すように、バッフル８３の
両端部は、バッフル支持部７１よりも外側（垂直側面部７４の外側）に突出している。操
作部６７は、そのバッフル８３の突出した部分の間で露出している。
【０１０４】
　バッフル８３の端部が垂直側面部７４よりも突出していることで、バッフル部材６が光
源収納部１３に収納された状態で、垂直側面部７４と外枠３との間、および垂直側面部７
４と内枠７との間には隙間が形成される。その隙間におけるさらにバッフル８３の端部で
仕切られた空間に指を入れて操作部６７を操作することができる。あるいは、操作部６７
を指で直接操作することに限らず、治具を使って操作してもよい。
【０１０５】
　以上説明した実施形態の照明器具１によれば、光源モジュール１２及びバッフル部材６
は、本体２に対して取付具５１を介して着脱自在に取り付けられている。したがって、操
作部６７を操作することで、光源モジュール１２及びバッフル部材６を本体２に対して容
易に着脱することができる。
【０１０６】
　図６に示すように、外枠３には高さの異なる位置に複数の係止孔１１ａ～１１ｃが形成
されている。そして、係止部６４を係止させる係止孔１１ａ～１１ｃを選択することで、
光源モジュール１２やバッフル部材６の光源収納部１３内での取り付け高さを変えること
ができる。
【０１０７】
　例えば、使用者の要求に応じて、バッフル部材６を取り付けないこともできる。この場
合、図７に示すように、光源モジュール１２に取り付けられた取付具５１の係止部６４を
、３対の係止孔１１ａ～１１ｃの中で真ん中の高さの位置に形成された係止孔１１ｂに係
止させることで、天井側の係止孔１１ａに係止部６４を係止させる場合に比べて、発光面
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をより下方（照明対象空間）側に近づけることができる。あるいは、光源モジュール１２
の係止部６４を、天井から最も遠い係止孔１１ｃに係止させてもよい。
【０１０８】
　バッフル部材６を取り付ける場合には、図１、２及び６を参照して前述した実施形態の
ように、光源モジュール１２の係止部６４を天井側の係止孔１１ａに係止させ、バッフル
部材６の係止部６４を係止孔１１ａの下方の係止孔１１ｂに係止させることで、バッフル
部材６が本体２の下面側に大きく突出することによる光学特性や見栄えの悪化を防ぐこと
ができる。
【０１０９】
　また、光源モジュール１２とバッフル部材６とを、同じ共通部品である取付具５１を使
って本体２に着脱できる。このため、光源モジュール１２を本体２に取り付けるときと、
バッフル部材６を本体２に取り付けるときとで、取付具５１の操作が同じであり、設置者
の作業性を向上できる。さらに、部品共通化によるコスト低減も図れる。
【０１１０】
　図５は、光源収納部１３内における、光源モジュール１２とバッフル部材６との配置関
係を表す。
【０１１１】
　また、光源モジュール１２の裏側（天井側）には、発光素子１７に電力を供給し、発光
素子１７の点灯を制御する電源ユニット（もしくは制御ユニット）２１が配置されている
。
【０１１２】
　バッフル部材６のバッフル支持部７１及びその内部空間に配置された取付具５１は、光
源モジュール１２における光源ユニット１５が搭載された発光面よりも短手方向の外側に
位置している。このため、バッフル支持部７１及び取付具５１は、発光面から放出される
光の妨げにならない。
【０１１３】
　また、図５において上側に位置することになる使用者から見て、バッフル部材６の取付
具５１はバッフル支持部７１の内部に隠れており、光源モジュール１２の取付具５１は、
発光面よりも短手方向の外側の裏側に隠れているため、取付具５１は使用者からは見えず
、外観意匠性を損ねない。
【０１１４】
　図５において発光面の上方（天井から見ると下方）の空間の側部には、光源モジュール
１２の長手方向（紙面を貫く方向）に沿ってバッフル支持部７１の傾斜側面部７３が延在
している。これにより、発光面側から使用者のいる空間に向かって広がる配光を実現でき
る。
【０１１５】
　バッフル８３の光源モジュール１２側の端部の曲面部８６と、光源モジュール１２のカ
バー２７の曲面部４１との間には隙間４６が形成され、バッフル８３はカバー２７に接触
していない。このため、カバー２７の損傷を防ぐことができる。
【０１１６】
　また、バッフル８３の曲面部８６をカバー２７の曲面部４１に合わせた形状にすること
で、それらの間の隙間４６の高さを均一にすることができる。これにより、カバー２７の
曲面部４１の形状によって制御される配光特性が隙間４６の存在によって損なわれない。
【０１１７】
　また、比較例として、１枚の板金における複数箇所を折り曲げてバッフルを立ち上げ、
支持部とバッフルとが一体に設けられたバッフル部材の構造が考えられるが、これは重さ
の増大をまねく。
【０１１８】
　これに対して実施形態によれば、別体のバッフル支持部７１とバッフル８３とを組み合
わせてバッフル部材６を形成している。バッフル支持部７１を例えば鋼板から形成して強
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ことができる。
【０１１９】
　また、本体２に取り付けられた状態で、バッフル支持部７１において使用者から見える
のは傾斜側面部７３及び垂直側面部７４の外側の面だけであり、内側の面（内部空間の内
壁面）は見えない。したがって、バッフル支持部７１へと曲げ加工する前の板金において
、上記外側の面になる一方の面だけ塗装（例えば白色に塗装）し、上記内側の面になる他
方の面は塗装しなくてもよく、外観意匠性を損ねずに、塗装費用の低減によるコスト低減
を図れる。
【０１２０】
　また、バッフル支持部７１に形成する複数のスリット７６の長手方向のピッチを変える
ことで、そのスリット７６に差し込まれるバッフル８３間のピッチを変えることができ、
容易に遮光角度の制御が行える。複数のバッフル８３は同じ構造の共通品を使える。
【０１２１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１２２】
　１…照明器具、２…本体、３…外枠、５…設備プレート、６…バッフル部材、７…内枠
、１１ａ～１１ｃ…係止孔、１２…光源モジュール、１３…光源収納部、１５…光源ユニ
ット、１６…基板、１７…発光素子、１８…隙間、２１…電源ユニット、２５…放熱板、
２６…取付部材、２７…カバー、３５…側板部、５１…取付具、５２…ガイド部材、５３
…可動部材、６４…係止部、６６…板バネ部、６７…操作部、６８…ロック部、７１…バ
ッフル支持部、７２…底面部、７３…傾斜側面部、７４…垂直側面部、７６…スリット、
８３…バッフル、８５…ツメ部
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【図１１】 【図１２】



(18) JP 2013-179003 A 2013.9.9
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